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市
民
税
非
課
税
世
帯
で
国
保
加
入

者
の
う
ち
七
十
歳
以
上
（
昭
和
七
年

十
月
一
日
以
降
生
ま
れ
）
の
人
は
、

入
院
時
に
保
険
医
療
機
関
の
窓
口
に

保
険
証
と
「
国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
一
部
負
担

金
額
が
軽
減
さ
れ
、
食
事
療
養
費
の

標
準
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
認

定
証
は
市
役
所
国
保
年
金
課
へ
申
請

し
、
認
定
さ
れ
る
と
交
付
し
ま
す
。

□
入
院
時
一
部
負
担
金
を
軽
減

表
１
の
と
お
り
。

□
入
院
時
食
事
療
養
費
標
準
負
担
額

表
２
の
と
お
り
。

□
七
十
歳
未
満
の
国
保
加
入
者

市
民
税
非
課
税
世
帯
で
七
十
歳
未

満
の
世
帯
と
国
保
加
入
者
は
、
申
請

し
認
定
さ
れ
る
と
「
国
民
健
康
保
険

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」を
交
付
。

食
事
療
養
費
の
標
準
負
担
額
が
減
額

さ
れ
ま
す
。

□
老
人
保
健
の
人

七
十
五
歳
以
上
か
昭
和
七
年
九
月

三
十
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
で
、
市

民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、
申
請
を

行
い
、
認
定
さ
れ
る
と
「
老
人
医
療

の
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
を
交
付
。
世
帯
全
員
の
所

得
金
額
が
な
い
か
老
齢
福
祉
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
は
、
表
１
の
低
所

得
�
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
医
療
は
国

保
年
金
課
�
８
９
０
―
６
２
４
９
、

老
人
医
療
は
同
課
�
８
９
０
―
６
２

５
３
へ
。

ん
。
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

軽
減
内
容
＝
�
前
年
中
の
所
得
が
三

十
三
万
円
を
超
え
な
い
世
帯
は
、
均

等
割
額
と
平
等
割
額
を
六
割
軽
減
�

前
年
中
の
所
得
が
三
十
三
万
円
に
世

帯
主
を
除
く
被
保
険
者
一
人
当
た
り

二
十
四
万
五
千
円
を
加
算
し
た
額
を

超
え
な
い
世
帯
は
均
等
割
額
と
平
等

割
額
を
四
割
軽
減

□
納
付
が
困
難
な
場
合

災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
で
国
保

税
を
納
付
で
き
な
い
と
き
は
、
申
請

で
減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

□
滞
納
が
続
く
と

特
別
な
事
情
が
な
く
滞
納
が
続
く

と
、保
険
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、

代
わ
り
に
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
医
療
機
関
窓
口
で
は
、
医
療

費
な
ど
を
い
っ
た
ん
は
全
額
支
払
わ

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
０
へ
。

加
入
者
の
う
ち
四
十
歳
以
上
六
十
五

歳
未
満
の
人
（
介
護
保
険
第
二
号
被

保
険
者
）
に
課
税
さ
れ
る
介
護
保
険

の
保
険
料
で
す
。

□
国
保
税
の
税
率

医
療
給
付
費
分
は
医
療
費
の
増
加

に
よ
る
不
足
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、

国
保
基
金
か
ら
繰
り
入
れ
し
て
税
率

を
据
え
置
き
ま
し
た
（
表
１
の
と
お

り
）。
介
護
納
付
金
分
は
、
本
市
に

通
知
さ
れ
た
本
年
度
分
の
介
護
納
付

金
額
が
増
え
た
た
め
、
税
率
改
正
を

行
い
ま
し
た
（
表
２
の
と
お
り
）。

□
納
税
義
務
者

国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
、
世
帯

主
で
す
。
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し

て
い
な
く
て
も
家
族
の
誰
か
が
加
入

し
て
い
れ
ば
、
世
帯
主
へ
納
税
通
知

書
を
送
り
ま
す
。
本
年
度
は
七
月
十

二
日
�
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

□
国
保
税
の
軽
減
制
度

前
年
中
の
所
得
が
一
定
金
額
以
下

の
世
帯
は
、
国
保
税
の
軽
減
制
度
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
確
定
申
告
や
住

民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
と
、
軽

減
制
度
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
税
は
医

療
費
な
ど
の
支
払
い
に
充
て
る
大
切

な
財
源
。
病
気
や
け
が
に
備
え
て
、

加
入
者
の
皆
さ
ん
が
負
担
能
力
に
応

じ
て
納
付
す
る
仕
組
み
で
す
。
税
額

は
年
度
ご
と
に
計
算
し
て
決
定
。
年

度
途
中
で
加
入
し
た
人
は
、
資
格
が

発
生
し
た
月
の
分
か
ら
の
国
保
税
を
、

年
度
途
中
で
脱
退
し
た
人
は
、
資
格

の
な
く
な
っ
た
月
の
前
月
分
ま
で
国

保
税
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

□
国
保
税
の
内
訳

国
保
税
の
内
訳
は
、
医
療
給
付
費

分
と
介
護
納
付
金
分
で
す
。
医
療
給

付
費
分
は
加
入
者
の
医
療
費
な
ど
を

賄
う
た
め
で
、
加
入
者
全
員
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
介
護
納
付
金
分
は
国
保

12日に納税通知を発送�12日に納税通知を発送�

入
院
時
の
自
己
負
担
金
を
減
額
し
ま
す

70
歳
以
上
の
国
保
加
入
者
に

表１ 70歳以上の入院時自己負担（一部負担金）

区分 対象 入院および世帯
ごとの限度額

低所得�

世帯主と国保加入者
（老人保健は世帯全
員）が市民税非課税で、
収入から必要経費・控
除を引くと所得がなくな
る世帯に属する人

１万5,000円

低所得�
世帯主と国保加入者
（老人保健は世帯全員）
が市民税非課税の人

２万4,600円

表２ 入院時食事療養費標準負担額

対象 １日の限度額

一般 780円

市民税非課税世帯の人
（70歳以上は表１で低所
得�の人）

90日まで 650円

過去１年間
に91日以上 500円

70歳以上で表１の低所得�の人 300円

表１　医療給付費分の税率など

区分 率・金額

所得割額税率 7.9%

資産割額税率 9.0%

被保険者均等割
額（１人当たり）

世帯別平等割額
（１世帯当たり）

2万5,200円

2万400円

課税限度額 53万円

表２ 介護納付金分の税率など

区分 改正前 改正後

所得割額税率 1.4% 1.6%

被保険者均等割
額（１人当たり） 8,160円 1万560円

世帯別平等割額
（１世帯当たり） 2,400円

課税限度額 8万円

国保税介護納付金分の税率が改正


